
 

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機は家電リサイクル法に基づき、 

メーカー等がリサイクルを行っています。大型ごみでの申込やクリーンステーションでの収集はできません。 

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機以外の小型家電製品は、小型家電リサイクル法に基づき、 

ごみの減量と有用金属の資源化促進のため、小型家電リサイクルボックスによる回収事業（無償）を 

実施しておりますので、ぜひご協力をお願いします。 

家電リサイクル法対象品の処分方法      小型家電製品の処分方法  


